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令和４年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和３年度実績に基づく評価） 作成日 令和 4 年 7 月 25 日
基本目標名 6 美しい自然、環境と調和するまちづくり
政　策　名 1 環境にやさしいまちづくり
施　策　名 1 ごみの発生抑制と資源の有効活用

施策関係課 社会福祉課、農政課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

市人口 人 118,450 117,706 116,982

事業所数（経済センサス調査数） 事業所 6,236 6,236 6,236

一般廃棄物（ごみ）処理施設数 箇所 2 2 2

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
目標 36,400 35,900 35,500 35,000

実績 38,968 42,301 38,766 37,332

目標 19.0 20.0 21.0 22.0

実績 12.8 11.4 12.6 12.2 

目標 0 0 0 0

実績 0 0 0 0 環境政策課資料

目標 環境政策課資料

実績 環境政策課資料

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3

目標 60.0 61.0 62.0 63.0 目標 55 54 53 52

実績 48.9 51.5 64.3 64.8 実績 57 34 44 29

目標 865 860 855 850 目標

実績 897 978 901 878 実績

目標 10 15 20 25 目標

実績 0 0 0 26 実績

目標 0 0 0 0 目標

実績 0 0 0 0 実績

目標 目標

実績 実績

目標 目標

実績 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和３年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報
社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性
施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

環境政策課

櫻井　学

施策の目
的

「対　象」

①市民
②事業所
③一般廃棄物（ごみ）処理施設

① ごみ総排出量（一般廃棄物） t

②
再生利用率（再生利用量/ごみ総排
出量）

％

③
ごみ処理施設の運転において、振動・騒音・
排出ガス等が施設の管理値を超えた件数 件

成果指標の
取得方法

④

⑤

３Ｒ運動と
ごみ減量
化の推進

①市民
②事業所

①ごみ問題が十分
に理解され３Rへの
取組が実践されて
いる。

①
ごみ減量化やリユー
ス、リサイクルに取り組
んでいる市民の割合

％
不法投棄
防止対策
の強化

①市内全
域

①不法投棄がされ
ないようにする。 ①

不法投棄物処理件
数

件

②
１人１日当たりの
ごみ排出量

ｇ ②

③
減量化計画書を作成し
た事業所数

事業所 ③

搬入ごみ
の適正処
理の推進

①ごみ処
理施設

①環境に負荷を与
えない適切な処
理・処分ができてい
る。

①

ごみ処理施設の運転にお
いて、振動・騒音・排出ガス
等が施設の管理値を超え
た件数

件 ①

② ②

③ ③

・みかもクリーンセンター稼働期限について、地元３町会と協議を進める。
・市民及び事業者に対し、ごみの減量化、資源化について理解が深まるよう、様々な手法を用
いて実施する。
・家庭ごみ有料化について、ごみの排出量や再生利用率などを確認しながら、受益者負担の
原則に基づき、有料化の手法と実施時期など検討する。
・より効果的な不法投棄防止策を環境衛生委員協議会と連携して検討、協議し実施する。
・ごみ分別アプリについて、市民及び外国人に啓発を行い、より多くの人の理解を深め、適切な
ごみ排出を実施してもらう。
・国が令和２年７月実施した、レジ袋無料配布中止を３Ｒ推進協議会と連携し、事業の推進を図
る。
・違法に廃家電等を解体する者に対し、行為の中止と撤去を関係機関と協力し実施する。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・運営協議会を２回開催し地元町会と協議を行った。また、庁内検討委員会を１回開催し市の方針を決定した。
・町会等でごみ分別説明会を3回開催するとともに、市民のごみ排出時に併せて、ごみステーションでの直接指導
を20回実施した。また、事業者に対してもごみの排出量削減について指導を行い、26j事業所から減量化計画書
の提出を受けることができた。
・「家庭ごみの有料化」に向け、県内各市町の現状や料金設定等について調査するとともに、本市におけるごみ
搬入状況・施設の維持・管理コストの見込み等を参考に、有料化の根拠整理を行った。
・不法投棄防止のため、環境衛生委員協議会と協議を実施し、監視カメラ等の有効な対策について検討した。
・窓口等において、ごみ分別の手引き配布時にアプリの活用チラシを配布し、登録・活用について周知を行った。
・コロナ禍での活動自粛により、レジ袋無料配布中止の取組検証などの事業を実施することができなかった。
・違法に廃家電等を解体する者に対し、行為の中止と撤去を命じる文書を８回送付した。
【成果指標達成状況】
・ごみ総排出量は、減少傾向にあるものの、コロナ禍の影響で目標値は達成できなかった。
・再生利用率は、コロナ禍の巣ごもり等の影響もあり、達成できていない。
・施設の検査においては、排ガス・振動・騒音など検査は全て満たしている。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・ごみステーションでの排出指導は予定どおり実施できたが、説明会はコロ
ナ禍による会議自粛の影響から、3回の開催に留まった。
・ごみ分別の手引き配布時や排出指導時に併せて、ごみ分別アプリの啓発
を行い、利用者増を図った。
・家庭ごみの有料化に向け、県内の現状や本市のごみ排出量や施設維持
コストの見込み等を調査し、実施時期等を検討した。
・ごみ多量排出事業者に減量化計画書の作成指導を行い、26件の計画書
提出を受けることができた。

【成果指標達成状況】
・ごみ減量化に取り組む市民の割合では、食品ロスに関する意識が変化し
てきたことで、生ごみの水切りや、食品の食べきり、使い切りを実践している
市民が約半数となっている。また、事業所においても減量化計画が予定ど
おり策定された。しかし、ごみの排出量は、減少傾向にあるもののコロナ禍
による巣ごもり等の影響もあり、目標値を達成できていない。

【基本事業の取組方針達成状況】
・町会等からの不法投棄箇所の相談や情報提供を受け、多発箇所へ
監視カメラや看板、さらにはダミーカメラを設置し啓発を行うとともに、夜
間パトロール回数を増やすことで効果的な防止対策を実施した。
・違法に廃家電等を解体する事業者等に対し、行為の中止と撤去を命
じる文書を８回送付した。

【成果指標達成状況】
・３台の監視カメラの有効活用、90枚の不法投棄防止看板設置、13回
の夜間パトロールの実施等の対策強化により目標を達成した。

【基本事業の取組方針達成状況】
・庁内検討委員会を10/27開催し、延長期間や終了時のあり方につい
て、協議を行い方針を定めた。
・地元運営協議会を5/25、11/19に開催し、市の方針を説明し、地元
町会の説明会の開催を要請した。

【成果指標達成状況】
・振動・騒音・排出ガス等が施設の管理値は、全て基準を満たしてい
る。

【基本事業の取組方針達成状況】

【成果指標達成状況】

・ごみの発生抑制と資源の有効活用に向け、「３R運動とごみ減量化の推進」においては、コロナ禍の影響で、
町会での説明会や市民に向けた講座・イベントなどについては予定どおりに開催できていないものの、他の取
組については、概ね取組方針どおり実施できた。リサイクルに取り組む市民の割合、減量化計画書を作成した
事業所数では、その成果が数値目標を達成できている一方で、ごみの総排出量は、令和元年東日本台風発生
以前の水準まで減少しているものの、コロナ禍による巣ごもり等の影響もあり、一人当たりの排出量や再生利
用率は目標値を達成できていない状況となっている。
・地球温暖化防止策の一つとして、国がレジ袋有料化を実施したことで、改めて市民の意識が大きく変化・高揚
していることから、これを好機と捉え、今後も、コロナ禍で自粛していた事業を再開するなど、各事業方針に基づ
いた取組を積極的に推進することで、ごみの減量化、資源の有効活用の促進が期待できるため、全ての取組を
確実に実施していく必要がある。
・令和４年４月に「プラスチック資源循環促進法」が施行されたことに伴い、今後は更に、プラスチック使用製品
廃棄物の分別収集・再商品化に取り組むことが求められている。
・「搬入ごみの適正処理の推進」では、成果指標達成により、ごみ処理施設の適正な維持管理を継続できてい
る。
・一般廃棄物処理施設の稼働延長に関しては、周辺町会からの早期同意を得るため、説明会の未実施町会へ
の開催要請と、基本方針の確認書の締結に向けた細部にわたる調整が急務となっている。
・最終処分量の削減及び再生利用率の向上に繋げるため、今後も、焼却灰のりサイクル推進に取り組んでいく
ことが求められている。
・「不法投棄防止対策の強化」では、監視カメラや防止看板等の活用、夜間パトロールの実施等により目標を達
成できていることから、今後も継続した取組を進めていくことにより更なる成果が期待できる。
・施策全体の決算額は令和3年度は15億2,940万円となり、令和2年度の決算13億290万円と比べ約2億2,650万
円の増となった。主な要因は、みかもクリーンセンターごみ焼却施設長期包括運営管理委託事業費の増による
ものである。

【令和４年度で解決する課題】
・一般廃棄物処理施設の今後のあり方の協議（地元説明会
の未開催町会の説明会開催による全町会からの基本方針
の同意取得）

【令和５年度以降にも引き継がれる課題】
①ごみの減量化・資源化の促進
②食品ロスの削減
③ごみ処理に関する受益者負担の適正化
④不法投棄防止対策の強化
⑤廃家電等解体事業者への更なる指導
⑥廃プラリサイクルの調査研究

【令和５年度重点課題】
⑦一般廃棄物処理施設に関する地元3町会との協定締結、
余熱利用施設の指定管理更新

①ごみ減量化・資源化促進のため、コロナ禍で自粛していた町会
でのごみ分別説明会や市民に向けた講座・イベント等を再開する
など、あらゆる機会を捉えた啓発活動を充実させる。また、違反
の多いごみステーションでの排出指導を実施したり、多量排出事
業者に対しごみ減量化計画書の作成を要請することで、適正排
出についての理解を深めさせる。
②食品ロス削減に関する計画策定に向け、排出状況等の実態調
査を実施するとともに、「食品ロス削減強調月間」を新設して市民
等に啓発を行う。
③家庭ごみ有料化に関する調査や検討結果を受け、受益者負担
の適正化に向けた必要手続等について関係部署等と協議を行
う。
④環境衛生委員協議会不法投棄対策部会と連携し不法投棄撲
滅を目指し、より効果的な対策を検討し実施する。
⑤関係機関、関係課と協力しながら廃家電解体事業者に対する
強い指導を行う。
⑥廃プラリサイクルの実施について、国、県、他自治体の動向を
注視し、情報収集に努める。
⑦説明会の開催と基本方針の確認書締結に向けた調整を地元3
町会の役員と実施する。

成果指標
設定の考え方

①市民や事業所が様々なリデュースやリユー
スへの取組が進めば１人１日当たりのごみ排
出量は減少するため、指標とした。
②再生利用はごみの分別排出が適切になされ
ることが前提であるので、再生利用率にはごみ
の分別排出の徹底の度合いも含まれているた
め、指標とした。
③ごみ処理施設において、適正に処理するこ
とにより環境に負荷を与えないため、指標とし
た。

施策の目
的

「意　図」

①②ごみを減らし、適正に排出することで資源を
有効活用する。
③適正に維持管理する。

施
策

基
本
事
業

３R運動と
ごみ減量
化の推進

・市民及び事業者に対し、ごみの
減量化及び資源化について理解
が深まるよう、ごみ排出時や町会
の説明会を実施する。併せて、ご
み分別アプリの広報を行い、利用
者拡大を図る。
・家庭ごみ有料化について、ごみ
排出量や再生利用率などを確認
しながら、有料化の方法や実施時
期について検討する。
・ごみ多量排出事業者等に対し、
事業の趣旨を説明し、ごみ減量化
を促進する。

不法投棄
防止対策
の強化

・不法投棄防止のため、地域団体
と協力して不法投棄多発箇所等を
調査し、より効果的な手法となるカ
メラ設置・看板設置・パトロールな
どを実施する。
・廃家電等を解体する者に対し、
行為の中止と撤去を関係機関と協
力し実施する。

搬入ごみ
の適正処
理の推進

・安定したごみ処理を進めるた
め、２つの施設のあり方につい
て庁内検討委員会に報告し協
議を進める。
・地元運営協議会とみかもク
リーンセンター稼働期限につい
て協議を進める。

施
策
の
基
本
情
報

・国の廃棄物処理の基本的な方針において、市町村に対し、ごみの排出抑制や再生利用の
推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、ごみ処理の有料化
を推進するよう求めている。
・地球温暖化防止対策及び循環型社会の形成の一環として、レジ袋削減及び3Ｒを推進するこ
とを目的として、市民団体、事業者、行政で組織する「佐野市レジ袋削減・３Ｒ推進協議会」を
平成２８年３月に設立し、目標達成のための意見交換等を行った。今後は、レジ袋削減・３Ｒ推
進のための事業展開が必要となる。また、国は、レジ袋の有料化を2020年７月から実施を予
定している。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント・講座・会議等の開催が自粛されてお
り、様々な啓発活動の実施が困難となっている。

・ものを繰り返し使い、ごみを減らす。
・ごみの分別を行い、資源として再利用
できるようにする。
・リユース品や再生資源を利用した商品
を購入するようにする。

・資源を有効に利用し、循環型社会を
意識する。
・ごみの発生の少ない商品とサービス
を提供する。

・循環型社会を構築するため、３Ｒ運動
の啓発活動を推進する。
・３Rが推進されるための各種制度を構
築し、運営する。
・集められたごみのリサイクルに努め
る。
・集められたごみは、環境に負荷を与え
ないよう適切に処理・処分する。


